
平成２３年度 男女いきいき・子育て応援宣言企業総合支援事業費補助金交付要綱 
 

 

（目的及び交付） 

第１条 知事は、県内企業等が労働者の仕事と子育ての両立支援のために実施する事業所内託児施設

の整備事業及び設置のための検討事業に要する経費について、「山形県補助金等の適正化に関する

規則」（昭和３５年８月県規則第５９号。以下「規則」という。）及びこの要綱の定めるところによ

り、予算の範囲内で補助金を交付する。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において、「事業所内託児施設」とは、企業等が雇用する労働者のために事業所内(事

業所の近接地､労働者の通勤経路、労働者の居住地（社宅、団地等）の近接地も可) に託児施設を

設け､継続した運営が見込まれるものをいう。 

ただし、当該企業等が雇用する労働者以外の者（他の企業等の労働者）の利用を妨げない。 

 

（事業主体） 

第３条 補助金の交付の対象となる事業主体は、「男女いきいき・子育て応援宣言企業」として県が

登録している企業等（以下「登録企業」という。）とする。 

２ 登録企業が共同で事業所内託児施設の整備等を行う場合は、共同する全ての企業等の合意に基づ

き、施設の所有者、共同事業主名、事業に要する経費の負担に関する事項、施設の管理運営に関す

る事項及び施設の利用に関する事項等を掲げた協定等を締結するものとする。なお、共同で整備等

を行う場合、全ての構成企業等が登録企業であることを要しない。 

 

（補助対象事業及び補助金の額） 

第４条 補助金の交付の対象となる事業は、登録企業が行う事業所内託児施設整備事業及び設置のた

めの検討事業とし、補助金の額はそれぞれ下記のとおりとする。 

（１）事業所内託児施設整備事業 

    当該事業に要する経費のうち、別表に掲げる補助対象経費に相当する額又は2,000千円のい

ずれか低い額 

（２）事業所内託児施設設置検討事業 

    当該事業に要する経費のうち、別表に掲げる補助対象経費に相当する額又は100千円のいず

れか低い額 

２ 共同で整備等を行う場合は、参加する企業等のうち、登録企業それぞれが負担する経費の合計額

又は第１項各号に定める上限額のいずれか低い額を交付する。 

 

（補助金の交付申請） 

第５条 この補助金の交付を受けようとする登録企業は、交付申請書に以下の書類を添付し知事に提

出しなければならない。なお、共同で整備等を行う場合の申請、報告、補助金の受領等に関する業

務は、共同する登録企業のうち１社が代表して行うものとする。 

（１）事業計画書（別記様式第１号） 

（２）収支予算書（別記様式第２号） 

（３）共同事業構成企業名簿（別記様式第３号）※共同で整備等を行う場合のみ 

（４）共同事業であることを証明する協定書等の写し ※共同で整備等を行う場合のみ 

（５）その他知事が必要と認める書類 

２ 知事は、補助金交付の決定を行うに当たり、申請者に対して説明を求める場合がある。 



 

（交付の条件） 

第６条 規則第７条第１項第１号のイに定める軽微な変更は、次の各号に掲げる変更とする。 

（１）別表に掲げる補助対象経費の２割以内の減額 

（２）別表に掲げる事業区分内における項目相互間の経費の配分額の流用で、いずれか少ない額の 

２割以内の増減 

２ 規則第７条第１項第１号のロに定める軽微な変更は、補助金の交付要件に反しない場合であって、

事業目的の達成に支障がないと認められる場合とする。 

３ 規則第７条第１項第１号の規定による知事の承認を受けようとするときは、事業計画変更承認申

請書（別記様式第４号）を提出しなければならない。 

 

（状況報告） 

第７条 当該補助金の交付を受けて事業を行う登録企業は、規則第１２条の規定に基づき、別に定め

る日までに事業の遂行状況について知事に報告しなければならない。 

 

（実績報告書） 

第８条 補助事業実績報告書の提出期限は、補助事業完了後３０日を経過する日又は平成２４年４月

１６日のいずれか早い日までとし、添付すべき書類は次のとおりとする。 

（１）事業実績書（別記様式第５号） 

（２）収支精算書（別記様式第６号） 

（３）その他知事が必要と認める書類 

 

（帳簿等の保存期限） 

第９条 企業等は、規則第２１条に定める帳簿及び証拠書類を、補助事業の完了する日の属する年度

の終了後５年間保存しなければならない。 

 

（概算払） 

第１０条 知事は、必要と認めるときは、補助金の概算払をすることができる。 

 

（財産処分の制限） 

第１１条 企業等は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了

後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営を図らなければな

らない。 

２ 規則第２２条ただし書きに規定する知事が定める期間は、「減価償却資産の耐用年数等に関する

省令（昭和４０年大蔵省令第１５号）」に規定されている期間とする。 

３ 規則第２２条第２号に規定する知事が指定する財産は、取得価格又は効用の増加価格が単価５０

万円以上のものとする。 

４ 企業等が、規則第２２条の規定により知事の承認を得て財産を処分することにより収入があった

ときは、知事は、その交付した補助金の一部又は全部に相当する金額を納付させることがある。 

 

（その他） 

第１２条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。 

 

   附 則 

  この要綱は、平成２３年 ４月 1日から施行する。 



別表 

 

１ 補助対象経費 

事 業 区 分 項  目 内           容 

施設整備費 
事業所内託児施設の建設及び増改築費用 

（工事費及び設計監理料） 

備品費 保育遊具等、保育に必要な備品の購入費用 施設整備事業 

その他 その他特に必要と認められるもの 

謝金 コンサルティング料金、視察先等への謝礼 

検討費用 先進的企業視察に係る旅費、情報収集のための書籍代 設置検討事業 

その他 その他特に必要と認められるもの 

 

２ 事業の実施にあたっての留意事項 

 

（１）事業の実施に当たっては、平成14年7月12日付け雇児発第0712005号厚生労働省雇用均等・

児童家庭局長通知（平成 14年 12月 25日付け雇児発第 1225009号改正）別添の認可外保育施設

指導監督基準を満たすものとすること。 

 

（２）都道府県労働局が支給する事業所内託児施設の設置等にかかる助成金と重複して受給すること

はできない。 

 

 



（交付申請書） 

 

平成  年  月  日 

 

 山 形 県 知 事  殿 

 

 

所 在 地  

 

名   称  

 

代表者氏名  

 

 

 

平成２３年度男女いきいき・子育て応援宣言企業総合支援事業費補助金交付申請書 

 

 

 標記補助金について、金          円を交付されるよう、平成２３年度男女いきいき・

子育て応援宣言企業総合支援事業費補助金交付要綱第５条の規定により関係書類を添付して申請す

る。 

 

担当者名             

 

電話番号             

 

FAX番号             



（実績報告書） 

 

平成  年  月  日 

 

 山 形 県 知 事  殿 

 

 

所 在 地 

 

名   称 

 

代表者氏名              印 

 

 

平成２３年度男女いきいき・子育て応援宣言企業総合支援事業費補助金実績報告書 

 

 

 平成２３年  月  日付け女青第  号をもって交付決定の通知があった標記補助金に

ついて、平成２３年度男女いきいき・子育て応援宣言企業総合支援事業費補助金交付要綱第８条の

規定により、その実績を関係書類を添付して報告する。 

 

担当者名             

 

電話番号             

 

FAX番号             



別記様式第１号 

事  業  計  画  書 

 

事 業 区 分  

事 業 の 目 的  

実 施 時 期 内 容 

  

対象となる事業所内託児施設の概要（施設整備を実施する場合、記入下さい） 

①施設の所在地：                   ②定員：      名 

③敷地面積：    ㎡          ④敷地の所有関係： 自己所有地 ・ 借地 

⑤託児スペースの面積：     ㎡          ⑥建物の構造：    造 

⑦託児施設の形態： 建物の一部（建物名        、  階）・建物の全部（  階建て） 

⑧利用者から徴収する料金：       円   ⑨配置する保育士の数：       名） 

⑩利用者の別： 自社社員のみ ・ 自社以外の社員も含む（具体的には           ） 

⑪施設整備の実施主体： 自社のみ ・ 共同（別紙「共同事業主体名簿（様式第３号）を添付 ） 

特記事項 

※「事業区分」欄には、「施設整備事業」「設置検討事業」のどちらかの事業区分を記載してくださ

い。 

※「内容」欄には、建設・増改築の場合はその工期、工程を記載、遊具等の購入の場合は品目、規

格、数量等を記載、検討事業の場合はその具体的内容を記載してください。 

※その他、計画内容のわかる資料（設計図面など）を添付してください。 



別記様式第２号 

収  支  予  算  書 

 

 １ 収入の部                              （単位：円） 

項  目 予 算 額 備  考 

自己資金   

県補助金   

その他   

合  計   

 ※その他の場合、備考欄に具体的内容を記載してください。 

 

 ２ 支出の部                              （単位：円） 

 項  目 予 算 額 備  考 

   

補 

 

助 

 

対 

 

象 

 

経 

 

費 

補助対象経費 計   

補助対象外経費 計   

合計（事業費総額）   

 ※積算資料、見積書等を添付してください。 



様式第３号（※共同で事業を行う場合のみ添付） 

 

 

共同事業構成企業名簿 
 

 

（１）男女いきいき・子育て応援宣言企業 

 企業名 所在地 
事業に要する経費の 

負担額（円） 

１ 

代表 

 

 

 

 

 

 

２  

 

 

 

 

 

３  

 

 

 

 

 

４  

 

 

 

 

 

５  

 

  

登録企業 合計  

 

 

（２）男女いきいき・子育て応援宣言企業以外の企業 ＜参考＞ 

 企業名 所在地 
事業に要する経費の 

負担額（円） 

１  

 

 

 

 

 

２  

 

 

 

 

 

３  

 

 

 

 

 

４  

 

 

 

 

 

５  

 

 

 

 

 

合計  

 

 

 

 

 

 

 

 



様式第４号 

 

 

平成  年  月  日 

 

 山 形 県 知 事   殿 

 

 

所 在 地 

名   称 

代表者氏名             印 

 

 

 

平成２３年度男女いきいき・子育て応援宣言企業総合支援事業費補助金 

事業計画変更承認申請書 

 

 

 

平成２３年  月  日付け  第   号で交付決定の通知があった標記補助金について下記

のとおり事業計画を変更したく、平成２３年度男女いきいき・子育て応援宣言企業総合支援事業費補

助金交付要綱第６条第３項の規定により、承認くださるよう申請します。 

 

記 

 

 １ 変更の理由 

 

 

 ２ 変更の内容 

 

 

 ３ 変更後の事業計画書及び収支予算書 

   （変更前と変更後を比較できるように書いてください。） 



様式第５号 

 

事  業  実  績  書 

 

事 業 区 分  

実 施 時 期 内 容 

  

対象となる事業所内託児施設の概要（施設整備を実施した場合、記入下さい） 

①施設の所在地：                   ②定員：      名 

③敷地面積：    ㎡          ④敷地の所有関係： 自己所有地 ・ 借地 

⑤託児スペースの面積：     ㎡          ⑥建物の構造：    造 

⑦託児施設の形態： 建物の一部（建物名        、  階）・建物の全部（  階建て） 

⑧利用者から徴収する料金：       円   ⑨配置する保育士の数：       名） 

⑩利用者の別： 自社社員のみ ・ 自社以外の社員も含む（具体的には           ） 

⑪施設整備の実施主体： 自社のみ ・ 共同（別紙「共同事業主体名簿（様式第３号）を添付） 

特記事項 

※「事業区分」欄には、「施設整備事業」「設置検討事業」のどちらかの事業区分を記載してくださ

い。 

※「内容」欄には、建設・増改築の場合はその工期、工程を記載、遊具等の購入の場合は品目、規

格、数量等を記載、検討事業の場合はその具体的内容（検討結果）を記載してください。 

※事業実績のわかる資料（図面、写真、検討結果資料など）を添付してください。 



様式第６号 

収  支  精  算  書 

 

 １ 収入の部                              （単位：円） 

項  目 予 算 額 精 算 額 比較増減 備  考 

自己資金     

県補助金     

その他     

合  計     

 ※その他の場合、備考欄に具体的内容を記載してください。 

 

 

 ２ 支出の部                              （単位：円） 

 項  目 予 算 額 精 算 額 比較増減 備  考 

     

補 

 

助 

 

対 

 

象 

 

経 

 

費 

補助対象経費計     

補助対象外経費計     

合    計     

 ※契約書の写しや領収書の写し等、支出内容が確認できる資料を添付してください。 


